
　
内
に
お
い
て
譲
り
渡
し
、
又
は
雌
の
家
畜
に
注
入
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
家
畜
人
工
授
精
師
制
度
に
つ
い
て
は
、
獣
医
師
が
家
畜
人
工
受

　
精
の
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
要
し

　
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
人
工
授
精
師
の
う
ち
家
畜
受
精
卵

　
移
植
に
係
る
免
許
を
受
け
た
者
は
、
家
畜
人
工
授
精
の
業
務
の
ほ

　
か
、
家
畜
受
精
卵
移
植
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

　
る
。

四
、
本
法
の
施
行
期
日
を
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え

　
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
と
す
る
と
と
も
に
、
所
要

　
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
酪
農
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

○
商
工
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４１

金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
八
、
二
、
四

　
五
八
、
三
、
八

受
　
　
　
領

五
八
、
二
、
八

　
　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
八
、
四
、
四

可
　
　
決

五
八
、
二
、
四

五
八
、
三
、
四

可
　
　
決

五
八
、
三
、
八

可
　
　
決

03

特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

　
右
に
よ
り
「
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措

　
置
法
」
の
題
名
を
「
特
定
産
業
構
造
改
善

　
臨
時
措
置
法
」
に
改
正

二
、
一
五 　

　
　
三
、
二
四

受
　
　
　
領

三
、
二
三

（
予
）

　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

二
、
二
五 　

　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
三
、
二
四

可
　
　
決



番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

５３

特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
右
に
よ
り
「
特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対

　
策
臨
時
措
置
法
」
の
題
名
を
「
特
定
業
種

　
関
連
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
」

　
に
改
正

五
八
、
二
、
二
六

　
五
八
、
三
、
二
四

受
　
　
　
領

五
八
、
三
、
二
三

　
　
（
予
）

五
八
、
四
、
二
六

可
　
　
決

五
八
、
四
、
二
七

可
　
　
決

五
八
、
二
、
二
六

五
八
、
三
、
二
三

可
　
　
決

五
八
、
三
、
二
四

可
　
　
決

４５

高
度
技
術
工
業
集
積
地
域
開
発
促
進
法
案

四
、
一

　
　
四
、
一
九

受
　
　
　
領

四
、
一
九

（
予
）

　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

四
、
六

　
　
四
、
一
五

可
　
　
決

　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

5
6

外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の

円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

四
、
二
〇 　

　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
、
九

（
予
）

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

四
、
二
六 　

　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2

訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

長
田
武
士
君

外
　
　
二
　
名

　
(
五
八
、
三
、
九
） 五

八
、
三
、
一
〇

五
八
、
三
、
一
〇

　
　
　
　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
〇

継
　
続
　
審
　
査



金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
　
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
　
八
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
　
四
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
金
属
鉱
物
資
源
の
中
で
も
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ
ム

　
等
の
希
少
金
属
が
、
鉄
鋼
業
、
機
械
工
業
、
電
子
工
業
等
に
お
け
る

　
原
材
料
と
し
て
我
が
国
の
産
業
活
動
及
び
国
民
生
活
に
と
つ
て
必
須

　
の
重
要
資
源
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
に
依
存
し

　
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
希
少
金
属
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た

　
め
、
国
を
主
体
と
す
る
備
蓄
対
策
と
し
て
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ

　
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
、
金
属
鉱
業
事
業
団
の
目
的
に
、
従
来
の
「
金
属
鉱
産
物
の
備
蓄

　
　
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
」
に
加
え
、
新
た
に
「
金
属
鉱
産
物
の

　
　
備
蓄
」
を
追
加
す
る
。

　
二
、
同
事
業
団
の
業
務
の
範
囲
に
、
「
金
属
鉱
産
物
の
備
蓄
」
業
務

　
　
を
追
加
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ
ム
等
の
希
少
金
属
は
、
近
年
、
わ
が
国
の
産
業

　
活
動
及
び
国
民
生
活
に
と
っ
て
必
須
の
重
要
資
源
と
な
っ
て
お
り
ま

　
す
。
一
方
、
希
少
金
属
の
供
給
は
、
そ
の
大
半
を
政
情
不
安
定
な
国

　
等
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
供
給
構
造
は
き
わ
め

　
て
脆
弱
で
あ
り
、
希
少
金
属
の
安
定
供
給
を
図
る
こ
と
は
、
わ
が
国

　
の
経
済
安
全
保
障
を
確
保
す
る
上
で
の
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
お
り

　
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
希
少
金
属
の
供
給
途
絶
等
の
非
常
事
態
に
備
え
て
、

　
国
家
備
蓄
制
度
を
創
設
し
、
国
が
主
体
と
な
っ
て
備
蓄
対
策
を
講
ず

　
る
た
め
、
金
属
鉱
業
事
業
団
法
を
改
正
し
、
事
業
団
み
ず
か
ら
が
金

　
属
鉱
産
物
の
備
蓄
を
実
施
し
得
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
希
少
金
属
の
需
給
状
況
、
備
蓄
制
度

　
運
用
上
の
諸
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は

　
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
市



川
理
事
よ
り
本
法
案
に
反
対
の
意
見
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
委
員
会
で
は
、
本
法
律
案
に
対
し
、
国
家
備
蓄
制
度
の
運

用
方
針
に
つ
い
て
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
し

て
、
御
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
三
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
一
五
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
四
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
基
礎
素
材
産
業
を
と
り
ま
く
内
外

　
の
厳
し
い
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置

　
法
が
廃
止
す
る
も
の
と
さ
れ
る
期
限
を
五
年
延
長
し
て
昭
和
六
十
三

　
年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
と
と
も
に
、
基
礎
素
材
産
業
の
構
造
改

　
善
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
一
、
題
名
の
改
正

　
　
題
名
を
「
特
定
産
業
構
造
改
善
臨
時
措
置
法
」
に
改
め
る
。

二
、
目
的
の
改
正

　
　
法
律
の
目
的
を
「
特
定
不
況
産
業
に
お
け
る
不
況
の
克
服
と
経

　
営
の
安
定
」
か
ら
「
特
定
産
業
の
構
造
改
善
」
に
改
め
る
。

三
、
特
定
産
業
の
指
定

　
　
特
定
産
業
と
し
て
指
定
可
能
な
候
補
業
種
と
し
て
、
電
炉
業
、

　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
錬
業
、
化
学
繊
維
製
造
業
、
化
学
肥
料
製
造
業
、

　
合
金
鉄
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
及
び
板
紙
製
造
業
並
び
に
石
油
化

　
学
工
業
を
法
定
す
る
ほ
か
、
生
産
費
の
相
当
部
分
を
原
材
料
及
び

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
費
用
が
占
め
る
業
種
で
、
構
造
改
善
が
必
要
な
も
の

　
を
昭
和
五
十
九
年
末
ま
で
に
政
令
で
追
加
指
定
す
る
と
と
も
に
、

　
こ
れ
ら
の
候
補
業
種
の
う
ち
、
当
該
業
種
の
大
部
分
の
事
業
者
の

　
申
出
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
特
定
産
業
と
し
て
政
令
で
指
定

　
す
る
。

四
、
構
造
改
善
基
本
計
画

　
　
主
務
大
臣
は
、
特
定
産
業
ご
と
に
、
目
標
年
度
に
お
け
る
構
造

　
改
善
の
目
標
、
設
備
の
処
理
、
事
業
提
携
、
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ

　
ー
コ
ス
ト
低
減
の
た
め
の
設
備
投
資
、
新
商
品
・
新
技
術
の
開
発
、



　
雇
用
安
定
を
含
む
事
業
転
換
等
構
造
改
善
を
図
る
た
め
の
基
本
的

　
事
項
を
定
め
る
構
造
改
善
基
本
計
画
を
作
成
し
、
告
示
す
る
。

五
、
事
業
提
携
計
画
の
承
認

　
　
主
務
大
臣
は
、
事
業
者
が
構
造
改
善
基
本
計
画
に
従
つ
て
作
成

　
し
た
事
業
提
携
計
画
（
生
産
・
販
売
の
共
同
化
、
合
併
等
の
事
業

　
提
携
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
）
に
つ
い
て
、
独
占
禁
止
法

　
上
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
公
正
取
引
委
員
会
と
意
見
を
調
整
し

　
た
上
で
、
こ
れ
を
承
認
す
る
。

六
、
特
定
不
況
産
業
信
用
基
金
の
改
称

　
　
　
「
特
定
不
況
産
業
信
用
基
金
」
を
「
特
定
産
業
信
用
基
金
」
と

　
改
称
す
る
。

七
、
そ
の
他

　
　
特
定
産
業
の
構
造
改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
、

　
課
税
の
特
例
に
係
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
雇
用
の
安
定
、

　
関
連
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
に
係
る
規
定
、
主
務
大
臣
と
労
働

　
大
臣
と
の
協
定
規
定
等
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
精
錬
業
、
石
油
化
学
工
業
等
の
基
礎
素
材

産
業
を
め
ぐ
る
最
近
の
厳
し
い
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
そ
の
直
面

す
る
構
造
的
な
問
題
を
解
決
し
、
構
造
改
善
を
図
る
た
め
、
現
行
法

の
廃
止
期
限
を
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る

と
と
も
に
、
題
名
を
改
め
、
従
来
の
設
備
処
理
等
に
関
す
る
措
置
に

加
え
て
、
新
た
に
、
事
業
提
携
、
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
の

低
減
の
た
め
の
設
備
投
資
等
の
措
置
を
計
画
的
に
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
は
、
構
造
不
況
業
種
に
対
す
る
依
存
度
の
大
き
い
特

定
地
域
に
お
い
て
、
多
数
の
中
小
企
業
の
経
営
が
な
お
不
安
定
で
あ

る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
現
行
法
の
廃
止
期
限
を
昭
和
六
十
三
年
六
月

三
十
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
題
名
を
改
め
、
新
た
に
、

特
定
地
域
の
中
小
企
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
の
二
法
案
を
一
括
し
て
質
疑
を

行
い
、
八
人
の
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を

進
め
ま
し
た
。
質
疑
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
主
な
点
は
、
現
行
法
施
行

後
五
年
間
の
経
過
と
実
績
の
評
価
、
不
況
業
種
に
お
け
る
設
備
処
理



の
状
況
、
雇
用
や
関
連
中
小
企
業
、
地
域
経
済
等
に
も
た
ら
す
影
響

と
対
策
、
設
備
処
理
カ
ル
テ
ル
の
進
め
方
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
対
策
、

事
業
提
携
計
画
の
承
認
と
独
占
禁
止
法
上
の
判
断
基
準
、
産
業
調
整

政
策
と
競
争
政
策
と
の
関
係
、
基
礎
素
材
産
業
の
将
来
展
望
、
中
小

企
業
の
新
分
野
開
拓
事
業
等
実
施
計
画
の
進
め
方
等
の
諸
点
で
あ
り

ま
す
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
両
案
に
対
す
る
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
吉
田
理
事
よ
り
、
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
雇
用
安
定
の
た
め
の
措
置
を
一
層

明
確
に
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
同
法
案
の
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党

阿
具
根
委
員
よ
り
修
正
案
賛
成
、
原
案
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由

国
民
会
議
降
矢
理
事
よ
り
修
正
案
反
対
、
原
案
賛
成
、
日
本
共
産
党

市
川
理
事
よ
り
修
正
案
に
棄
権
、
原
案
反
対
、
公
明
党
・
国
民
会
議

田
代
委
員
よ
り
修
正
案
反
対
、
原
案
賛
成
、
民
社
党
・
国
民
連
合
井

上
委
員
よ
り
修
正
案
反
対
、
原
案
賛
成
の
意
見
が
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
吉
田
理
事
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数

を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
は
、
構
造
改
善
は
事
業
者
の
自
助
努

力
を
前
提
と
し
て
進
め
る
こ
と
等
五
項
目
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
次
に
、
特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本

法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
高
度
技
術
工
業
集
積
地
域
開
発
促
進
法
案
は
、
通
常
テ
ク

ノ
ポ
リ
ス
法
案
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
三
大
都
市

圏
以
外
の
特
定
地
域
に
お
い
て
、
高
度
の
技
術
力
を
持
つ
工
業
の
効

率
的
な
開
発
を
促
進
し
、
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
と
国
民
経
済
の
均

衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
、
開
発
指
針
、
開
発
計
画
の
樹
立
等
の
措

置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
開
発
計
画
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
必
要

な
税
制
そ
の
他
の
助
成
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
均
衡
あ
る
経
済
発
展
の
理
念
と
対
象

地
域
設
定
の
進
め
方
、
先
端
技
術
産
業
等
の
地
方
進
出
の
可
能
性
等

の
諸
点
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
譲

り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
市

川
理
事
よ
り
本
法
案
に
反
対
の
意
見
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。



　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
案
に
対
し
、
開
発
計
画
の
実
施
に
当
た
り
地
方
の
財

政
負
担
に
配
慮
す
る
こ
と
等
六
項
目
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
三
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
二
六
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
四
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
中
小
企
業
者
の
経
営
安
定
を
目
的
と
し
て
昭
和
五

　
十
三
年
十
一
月
以
降
施
行
さ
れ
て
い
る
特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対

　
策
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ

　
の
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
現
行
法
が
廃
止
す
る
も
の
と
さ
れ
る
期
限
（
本
年
六
月
三
十
日

　
　
ま
で
）
を
五
年
間
延
長
し
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
と

　
す
る
。

二
、
現
行
法
の
題
名
を
「
特
定
業
種
関
連
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時

　
措
置
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
本
則
中
に
お
い
て
、
「
特
定
不

　
況
業
種
」
を
「
特
定
業
種
」
に
、
「
特
定
不
況
地
域
」
を
「
特
定

　
地
域
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。
ま
た
、
新
規
施
策
の
追
加
に
伴
い
、

　
目
的
に
新
規
施
策
事
項
を
追
加
す
る
。

三
、
新
た
に
特
定
地
域
の
中
小
企
業
者
の
振
興
を
図
る
た
め
の
対
策

　
と
し
て
、
認
定
中
小
企
業
者
等
は
新
商
品
・
新
技
術
の
研
究
開
発
、

　
需
要
の
開
拓
、
人
材
養
成
等
を
内
容
と
す
る
新
分
野
開
拓
事
業
等

　
に
係
る
実
施
計
画
を
策
定
し
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
承
認
を
受

　
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の

　
委
員
長
報
告
参
照

高
度
技
術
工
業
集
積
地
域
開
発
促
進
法
案
（
閣
法
第
五
四
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

五
八
、
　
四
、
一
　
内
閣
提
出



五
八
、
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
高
度
技
術
に
立
脚
し
た
工
業
開
発
を
促
進
す
る
こ

　
と
に
よ
り
、
地
域
の
経
済
の
発
展
を
図
り
、
も
つ
て
地
域
住
民
の
生

　
活
の
向
上
と
国
民
経
済
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
定
義

　
　
　
「
高
度
技
術
に
立
脚
し
た
工
業
開
発
」
と
は
、
既
に
立
地
し
、

　
　
高
度
技
術
の
開
発
を
行
う
企
業
、
又
は
高
度
技
術
を
製
品
又
は
生

　
　
産
に
利
用
す
る
企
業
の
育
成
、
及
び
高
度
技
術
の
開
発
を
行
う
企

　
　
業
立
地
の
促
進
を
内
容
と
す
る
工
業
開
発
を
い
う
。

　
二
、
対
象
地
域

　
　
　
工
業
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地

　
　
域
（
三
大
都
市
圏
）
以
外
の
地
域
で
あ
つ
て
、
技
術
革
新
に
即
応

　
　
し
た
工
業
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な
企
業
の
集
積
、
高
度
技
術

　
　
に
関
す
る
大
学
の
存
在
、
高
速
輸
送
に
係
る
施
設
の
利
用
が
容
易

　
　
で
あ
る
こ
と
等
の
基
本
的
要
件
を
具
備
し
て
い
る
地
域
を
対
象
と

　
　
す
る
。

三
、
開
発
指
針
、
開
発
計
画
の
策
定

　
　
主
務
大
臣
は
、
高
度
技
術
に
立
脚
し
た
工
業
開
発
の
地
域
設
定
、

　
目
標
設
定
、
目
標
達
成
に
必
要
な
事
業
、
環
境
保
全
等
の
重
要
事

　
項
を
内
容
と
す
る
開
発
指
針
を
定
め
る
。

　
　
都
道
府
県
は
、
開
発
指
針
に
基
づ
き
、
対
象
地
域
、
開
発
目
標
、

　
開
発
主
体
及
び
そ
の
業
務
運
営
、
工
業
用
地
等
の
施
設
整
備
及
び

　
用
地
確
保
に
関
連
す
る
農
用
地
の
整
備
等
を
内
容
と
す
る
開
発
計

　
画
を
定
め
、
主
務
大
臣
に
承
認
を
申
請
す
る
。

四
、
税
制
そ
の
他
助
成
措
置

　
　
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
開
発
計
画
に
必
要
な
業
務
を
営
む

　
民
法
法
人
に
係
る
基
金
に
充
て
る
た
め
の
負
担
金
を
支
出
し
た
場

　
合
の
損
金
算
入
の
特
例
の
適
用
、
試
験
研
究
に
係
る
設
備
そ
の
他

　
の
償
却
資
産
に
係
る
不
均
一
課
税
に
よ
る
固
定
資
産
税
の
減
収
額

　
に
つ
い
て
の
地
方
交
付
税
に
よ
る
補
填
、
資
金
事
情
、
財
政
事
情

　
及
び
法
令
を
考
慮
の
上
で
、
開
発
事
業
経
費
に
充
て
る
地
方
債
の

　
起
債
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
等
の
助
成
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の

　
委
員
長
報
告
参
照



外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
四
、
二
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
五
、
一
〇
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
可
決

要
旨

　
最
近
の
保
護
貿
易
主
義
の
高
ま
り
に
対
し
、
わ
が
国
政
府
は
自
由

貿
易
体
制
を
堅
持
し
、
貿
易
の
拡
大
均
衡
に
よ
り
世
界
経
済
の
発
展

を
は
か
る
た
め
、
市
場
開
放
措
置
を
講
じ
て
き
た
。
本
法
律
案
は
、

そ
の
一
環
と
し
て
我
が
国
の
基
準
・
認
証
制
度
の
基
本
的
見
直
し
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
事
情
に
か
ん
が
み
、
国
内
に
お
け
る
各
種
製
品

の
使
用
者
に
係
る
安
全
そ
の
他
の
利
益
を
図
り
つ
つ
、
認
証
手
続
に

お
け
る
内
外
無
差
別
を
法
制
度
的
に
確
保
す
る
た
め
、
消
費
生
活
用

製
品
安
全
法
等
十
六
法
律
を
一
括
し
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
改
正
の
対
象
と
な
る
法
律

　
(
一
)
　
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法

　
(
二
)
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法

　
(
三
)
　
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

　
　
　
る
法
律

　
(
四
)
　
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
(
五
)
計
量
法

　
(
六
)
　
電
気
用
品
取
締
法

　
(
七
)
　
ガ
ス
事
業
法

　
(
八
)
　
肥
料
取
締
法

　
(
九
)
農
業
機
械
化
促
進
法

　
(
十
)
農
薬
取
締
法

　
(
十
一
)
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

　
(
十
二
)
　
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法

　
　
　
律

　
(
十
三
)
栄
養
改
善
法

　
(
十
四
)
薬
事
法

　
(
十
五
)
　
道
路
運
送
車
両
法

　
(
十
六
)
　
労
働
安
全
衛
生
法

二
、
各
法
律
を
以
下
の
方
針
に
従
つ
て
改
正
す
る
。

　
(
一
)
　
外
国
に
お
い
て
製
品
の
製
造
を
行
う
者
が
、
自
ら
我
が
国
の

　
　
認
証
を
取
得
す
る
た
め
、
直
接
申
請
を
な
し
う
る
も
の
と
す
る
。

　
(
二
)
　
外
国
の
製
造
業
者
の
認
証
取
得
に
係
る
手
続
き
及
び
認
証
を



　
取
得
し
た
外
国
の
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
国
内
の

　
製
造
業
者
と
同
様
と
す
る
。

(
三
)
　
外
国
の
製
造
業
者
が
法
令
に
違
反
し
た
場
合
そ
の
他
一
定
の

　
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
証
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

　
も
の
と
す
る
。

(
四
)
　
副
作
用
情
報
の
収
集
等
外
国
の
製
造
業
者
が
日
本
国
内
に
お

　
い
て
恒
常
的
に
果
た
す
べ
き
義
務
を
負
つ
て
い
る
場
合
は
、
当

　
該
事
項
を
実
施
す
る
者
を
日
本
国
内
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
こ
と
と
す
る
。

(
五
)
　
そ
の
他
、
手
数
料
の
特
則
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
｡

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
今
議
題
と
な
り
ま
し
た
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の

　
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

　
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申

　
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
国
際
経
済
情
勢
の
推
移
に
か
ん
が

　
み
、
貿
易
の
均
衡
的
拡
大
に
資
す
る
た
め
、
国
内
に
お
け
る
各
種
製

　
品
の
使
用
者
に
係
る
安
全
そ
の
他
の
利
益
の
確
保
を
図
り
つ
つ
、
認

証
手
続
に
お
け
る
内
外
無
差
別
を
法
制
度
的
に
確
保
す
る
た
め
、
消

費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
十
六
法
律
を
一
括
し
て
改
正
し
、
外
国
の

製
造
事
業
者
が
わ
が
国
の
各
種
製
品
の
型
式
の
承
認
等
を
取
得
す
る

た
め
の
手
続
等
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
案
提
出
の
背
景
と
そ
の
実
効
性
、

貿
易
政
策
の
あ
り
方
、
基
準
の
国
際
化
の
推
進
、
食
品
添
加
物
・
医

薬
品
等
の
使
用
者
の
安
全
確
保
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
な
お
、
委
員
会
で
は
、
輸
入
製
品
の
使
用
者
に
対
す
る
安
全
の
確

保
等
に
関
す
る
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
し

て
、
御
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。




